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【内容要旨】 

 

1. 問題意識 

最近の労働立法においては、「働き方改革」に関するものが重要な役割を果たしてきた。すな

わち、時間外労働の上限規制を行う一方で高度プロフェッショナル制度を導入した改正労働基

準法の施行が令和元年 4月から開始され，また，非正規労働者の不合理な労働条件格差の規制

を強化する改正パート・有期労働法は，令和 2年 4月から施行が開始された。これらの法改正

の施行に当たっては，企業や労使関係の現場において新たな課題や論点が生じうると予想され，

改めて検討する必要が生じてきたところである。 

これらの事項以外にも，平成 29 年の「働き方改革実行計画」の中で言及された項目は数多

く存在する。たとえば，柔軟な働き方の推進との関係で，雇用類似の働き方についての対応の

必要性や，兼業・副業の促進のための課題の検討の必要性が指摘されており，兼業・副業につ

いては令和 2年 3月の労働者災害補償保険法改正等によって一定の対応がなされた。また，「働

き方改革実行計画」においては，メンタルヘルス対策やパワー・ハラスメント対策の強化が要

請され，令和元年の労働施策総合推進法改正によりパワー・ハラスメントについての措置義務

規定等が設けられた。以上の他，「働き方改革実行計画」においては，労働力参加や生産性の向

上を図るため，転職・再就職の支援策の推進が唱えられたほか，65歳を超える高齢者の就業の

促進と外国人材の活用強化の方針が示され，平成 30 年の出入国管理及び難民認定法の改正，

さらには令和 2年の高年齢者雇用安定法の改正がなされているところである。 

このように，「働き方改革」に関連する法改正の施行に当たっては，今後改めて検討すべき論



点が種々生じてきており、他方で，さらに検討を進めるべき課題として残された論点について

は，比較法的観点も含めて，広い視野から検討を行っていく必要があると考えられる。以上が、

本研究の基礎となった問題意識である。 

2. 検討結果 

 以上のような問題意識を踏まえて，本研究では，「働き方改革」の中で，法改正に伴い新たに

生じてきた課題，あるいは立法政策論上なお残されている課題等について，外国法における問

題の処理状況の把握も踏まえた検討を行った。 

 まず、第 1章と第 2章では、法改正がなされたパート・有期労働法の均等・均衡ルールと労

働基準法の高度プロフェッショナル制度に関連した検討を行い、第 1章においては、改正法の

下でもなお多くの論点が残されていることを指摘するとともに、それら論点についての解釈の

方向性を示した。他方、第 2章では、アメリカ合衆国における公正労働基準法上の適用除外制

度の検討を行ったうえで、わが国の高度プロフェッショナル制度が、単なる労働時間規制の適

用除外ではなく新たな特別規制の枠組みを採用したものとみることも可能であることを明ら

かにした。 

 次に、第 3章と第 4章では、働き方改革の中で課題として残された「雇用類似の働き方」の

検討の基礎作業としての比較法的検討を行った。第 3章では経済法による対応の可能性につい

て、第 4章では「労働者」の概念について、いずれもドイツ法を素材とした検討を行い、前者

では、日本においても独占禁止法による対応の可能性があること、後者では、「準労働者」とい

った概念を立てること自体の意味について再検討する必要があることが示された。 

第 5 章では、現在も検討が続けられている労働者の兼業・副業の促進という課題に関連す

る比較法的観点からの基礎作業として、アメリカ合衆国のニューヨーク州における労働者の忠

実義務と秘密保持義務・競業避止義務について検討を行った。検討の結果、これらの義務の特

質に即した要件設定がなされていることや、義務違反に対する救済という法的効果の側面に着

目した検討が有益であることが明らかにされている。 

「働き方改革」の中では、労働者のメンタルヘルス問題やパワー・ハラスメント問題への対

応が議論されたが、第 6章から第 8章では、これらの問題についての検討を行った。そのうち

第 6章では、メンタルヘルス問題に関連して、フランスの労災保険制度における精神障害の取

扱いについて検討を行い、精神疾患の職業病認定を緩和することによって，労災保険制度にお

ける精神障害に関する救済の範囲を拡大する傾向が生じていることが明らかにされた。次いで

第 7章では、パワー・ハラスメント問題のうち、最近議論が盛んになっている第三者によるハ

ラスメントに関するカナダ法の検討を行い、ハラスメントに対する包括的な法規制の可能性が

あることを示した。他方、第 8章では、既に裁判例の蓄積がみられるセクシュアル・ハラスメ

ントを素材として検討を行い、ハラスメント規制としてより広い視点からの位置づけを行うこ

とを示唆している。 



第 9 章と第 10 章では、いずれも台湾法を対象とした比較法的検討を行った。第 9 章では、

労働者に勤続義務を課する約定に関する法規制の状況を検討し、労働市場の流動化傾向が強ま

る中で問題が生じている、日本における留学費用返還約定の法規制についての示唆が明らかに

されている。また、第 10章では、台湾の労働法における法人格否認の法理の検討を行い、日本

とは異なる場面でも適用される例があること、法人格否認の判断の要素については共通性がみ

られることが示された。 

第 11 章から第 13 章においては、人口減少社会においてより活躍が求められている高齢者

と外国人をめぐる法政策について検討を行った。第 11 章では、韓国における高齢者の所得保

障政策の検討を行い、その比較法的な特色や今後の課題を指摘した。第 12 章では、外国人労

働者に関する最近の入管法改正の検討を行い、そこには種々の解釈論上及び政策論上の課題が

あることを示した。最後の 13 章では、外国人労働者の入国をめぐる法規律に関してドイツ法

の検討を行い、労働市場への影響の判断等に関し、日本法とは異なる仕組みが取られているこ

とが明らかにされている。 

「働き方改革」の過程では短時間のうちに様々な立法がなされ、また、多くの課題について

なお検討が続けられているが、本研究における検討により、新たな立法のもとでも改めて検討

すべき点が種々生じていること、また、残された課題について、比較法的観点も踏まえた広い

視点からの検討が有益であることが明らかになったものと思われる。 

 

 


